
  

    

公益社団法人等寄附金特別控除 

認定ＮＰＯ法人寄附金特別控除  と併せて震災関連寄附金について寄附金控除を受けられる方への 

政 党 等 寄 附 金 特 別 控 除                            お知らせ 

 

 特定の寄附をした場合の所得税額の特別控除（税額控除）の対象となる、①公益社団法人等寄附金、②認

定ＮＰＯ法人寄附金又は③政党又は政治資金団体に対する寄附金と、寄附金控除の対象となる④震災関連寄

附金がある方につきましては、公益社団法人等寄附金特別控除額等の計算明細書様式で、これらの寄附金に

係る特別控除額を計算した場合、特別控除額が少なく（所得税額が多く）計算されるときがあります。  

該当される方につきましては、公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書などの⑧欄の計算に当たり

まして、２千円から申告書第二表の「所得から差し引かれる金額に関する事項」欄の「寄附金控除」欄の寄

附金の額（②）を差し引いた後に、さらに同じ欄の震災関連寄附金の額を差し引いてください（差し引いた

結果、赤字のときは０と書いてください。）。 

なお、国税庁ホームページには、訂正後の計算明細書様式を掲載しています。 

 

【計算明細書】                 【申告書Ａ第二表】 

（正） 

                           

                         

 

                     【申告書Ｂ第二表】 

                          

（誤） 

                         


